
	広域認定申請書
○年○月○日　
　環境大臣　殿
申請者
住　所：○○○
名　称：○○株式会社
代表者の氏名：代表取締役　○○　○○

電話番号：
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の９第１項（又は第15条の４の３第１項）に規定する環境大臣の認定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

	１．廃棄物の種類
（（規則第12条の12の13において読み替えて準用する（以下略））第６条の18第１号イ）
	

	２．処理を行う区域
（規則第６条の18第１号ロ）
	

	３．処理を行う者（受託者を含む）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
（法第９条の９第２項）
（規則第６条の18第１号ハ）
	別紙２－１「認定を受けようとする者（委託を受けて処理を行う者を含む）の一覧表」のとおり

	４．最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
（規則第６条の18第1号ニ）
	別紙３「一連の処理の行程図」のとおり

	５．処理に伴い生ずる廃棄物（再生品を除く。）の種類、性状及び処理方法
（規則第６条の18第１号ホ）
	○○
その他、別紙４－１、４－２「廃棄物の処理方法」のとおり

	６．処理を行う者（受託者を含む）の事業の内容及び責任の範囲
（規則第６条の18第１号へ）
	別紙２－１「認定を受けようとする者（委託を受けて処理を行う者を含む）の一覧表」のとおり

	７．処理（再生を含む。）の用に供する施設の種類、場所及び処理能力

（法第９条の９第２項第２号）
（規則第６条の18第１号ト）
	別紙５「処理施設一覧表」のとおり

	８．廃棄物等の一年間の数量等
（規則第６条の18第１号チ）
	別紙６「１年間の処理量等」のとおり

	９．再生品又は熱回収によって得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあっては、その主な取引先及び価格の見込み

（規則第６条の18第１号リ）
	別紙４－１、４－２「廃棄物の処理方法」、別紙７「再生品の利用方法」のとおり

	10．一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
（規則第６条の18第１号ヌ）
	別紙８－１「処理管理体制（処理行程）」、別紙８－３「処理管理体制（組織及び役割）」のとおり

	11．処理を他人に委託する場合における、処理が適正に行われるために必要な措置
（規則第６条の18第１号ル）
	

	12．生活環境に係る被害を防止するために必要な措置
（規則第６条の18第１号ヲ）
	別紙９「生活環境に係る被害を防止するために必要な措置について」のとおり

	13．申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

（規則第６条の18第２号）
	別紙10「定款又は寄附行為及び登記事項証明書」のとおり

	14．申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し
（規則第６条の18第３号）
	該当なし

	15．申請者が広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準に適合することを示す書類
（規則第６条の18第４号）
	別紙11「広域認定管理者証明書」、別紙12「貸借対照表及び損益計算書、納税証明書」、別紙13「誓約・保証書」のとおり

	16．受託者が広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準に適合することを示す書類及び適合しないこととなった場合には当該処理を委託しないこととすることを示す書類
（規則第６条の18第５号）
	別紙13「誓約・保証書」のとおり

	17．施設の許可を要する廃棄物処理施設にあっては、許可を受けたものであることを示す書類
（規則第６条の18第６号）
	別紙14「許可証の写し」のとおり

	18．法第15条の２の５の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類

（規則第６条の18第７号）
	別紙14「許可証の写し及び受理書の写し」のとおり

	19．処分の用に供する施設が広域的処理の用に供する施設の基準に適合したものであることを示す書類

（規則第６条の18第８号）
	別紙13「誓約・保証書」

	20．その他環境大臣が定める書類
（規則第６条の18第９号）
	該当なし

	備考
・申請に際しては、登録免許税法に基づく登録免許税として15万円を国（麹町税務署あて）に納付し、その領収書を添付すること。
・各欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

	【担当者情報】
①氏　名： 
②住　所：〒

③所　属： 
④連絡先：TEL：　　　　　　　　　　 

：Mail：        　         



